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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、インドネシア共和国関係機関との討議議事録（R/D）に基づき、

技術協力プロジェクト「東部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発計画プロジェクト」を、

2006 年 11 月から 5 年間の予定で実施しています。 

このたび、プロジェクトが協力期間の中間に至ったことから、技術協力の開始からプロジェク

ト中間時点までの実績と実施プロセスを確認し、その情報に基づいて、評価 5 項目（妥当性、有

効性、効率性、インパクト及び自立発展性）の観点から日本側・インドネシア共和国側双方で総

合的に評価し、プロジェクト後半の活動計画について今後の協力の枠組みも含め協議し、必要に

応じて計画の修正を行うことを目的として、2009 年 10 月 8 日から 30 日まで、当機構農村開発部

次長兼水田地帯グループ長 萩原知 を団長とする中間レビュー調査団を現地に派遣しました。 

本調査はインドネシア共和国側の評価委員と合同評価委員会を結成し、評価結果を合同評価報

告書に取りまとめ、合同調整委員会に提出するとともに、インドネシア共和国側の政府関係者と

プロジェクトの今後の方向性について協議し、ミニッツ（M/M）として署名を取り交わしました。 

本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェ

クトの実施にあたり広く活用されることを願うものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表

します。 

 

平成 22 年 4 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 小原 基文 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：東部インドネシア地域資源に立脚した肉

牛開発計画プロジェクト 

分野：畜 産 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：農村開発部水田地帯グループ水田

地帯第一課 

協力金額（評価時点）：2 億 4,000 万円（2006～2008

年度） 

先方関係機関：農業省、西ヌサテンガラ州畜産局

日本国側協力機関：農林水産省 協力期間 

R/D 署名日：2006 年 10 月 11 日 

協力期間：2006 年 11 月 15 日 

～2011 年 11 月 14 日 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の東部地域は、自然条件が厳しく、ジ

ャワ島を中心に発展した経済圏からも遠く、西部インドネシア地域と比較して開発格差が大き

い。なかでも西ヌサテンガラ州は、1 人当たりの GDP が 450 ドルで全国 30 州のうち 5 番目に低

く、貧困人口の割合は全国で 6 番目に高い。州内でも、州都マタラム市を除き、農村部の各県で

は貧困人口の割合が 20～30％と高い。 

貧困人口割合の高い農村部では、稲作や畑作に利用できる土地は少ない。特に乾期の 6 月から

10 月は極端に雨が少ないため、年一作を基本とする農家が依然として多い。 

西ヌサテンガラ州政府は、こうした二期作が困難な地域の農家に対し、肉牛生産による所得向

上を推進している。しかし、小規模農家が肉牛生産によって所得を向上するために必要な適正な

飼養管理技術、草地確保や夜間管理を共同で行うための農民組織の強化、ウシを購入するための

初期投資資金の確保などの農家への支援が不足している。 

こうしたなか、インドネシア政府から、西ヌサテンガラ州の畜産局、傘下のバニュムレック種

畜牧場（現、バニュムレック人工授精センター及びバニュムレック動物病院・衛生センター）及

びセラディン飼料生産牧場（現、セラディン種畜・飼料センター）による肉牛生産技術の改善、

並びにモデル農家グループでの実証、県普及員（対象県：東ロンボク、中央ロンボク、西ロンボ

ク、スンバワの各県）や農家リーダーへの研修を通し、これらの技術の小規模農家への普及をめ

ざす技術協力プロジェクトの実施が要請された。JICA は、2005 年 8 月に第 1 次事前評価調査、

2006 年 5 月に第 2 次事前評価調査を実施し、2006 年 10 月に討議議事録（R/D）に署名、2006 年

11 月から 2011 年 11 月までの 5 年間の計画でプロジェクトを開始した。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

西ヌサテンガラ州において肉牛生産農家が増加するとともに、肉牛生産農家の所得が向上

する。 

（2）プロジェクト目標 

西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛生産を通じた所得の

向上が図られる。 

 



（3）成 果 

1． ロンボク島・スンバワ島それぞれに適した肉牛生産の方式（「ロンボク方式」「スンバワ

方式」）が形成される。 

2． 「ロンボク方式」「スンバワ方式」の普及のための体制が形成される。 

3． 普及活動が実施されるとともに、「ロンボク方式」「スンバワ方式」の改善向上を図る体

制が構築される。 

（4）投入（評価時点） 

日本国側： 

長期専門家派遣 延べ 6 名 機材供与  3,290 万円 

短期専門家派遣 8 名 ローカルコスト負担 3,290 万円 

研修員受入れ 14 名 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置 延べ 20 名 

ローカルコスト負担  8 億 8,800 万インドネシアルピア（IDR、950 万円） 

２．評価調査団の概要 

調査者 担当分野 氏 名 所 属 

総 括 萩原 知 JICA 農村開発部次長兼水田地帯グループ グループ長

畜産行政 岡田 眞人 家畜改良センター 奥羽牧場 種畜課長 

計画管理 田中 洋子 JICA 農村開発部 水田地帯グループ 水田地帯第一課

ジュニア専門員 

評価分析 奈良原志磨子 （有）アイエムジー  
調査期間 2009 年 10 月 8 日～2009 年 10 月 30 日 評価種類：中間レビュー調査 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1～3 についての実績は以下のとおりである。 

（1）「ロンボク方式」「スンバワ方式」の形成：2 つの方式は形成されたが、モデル農家グルー

プにおける実証はまだ途上である。 

（2）普及のための体制：技術・普及マニュアルが作成され、研修も順次実施されている。普及

のための要員として、活動各県の畜産局に技術普及とモニタリングを担当するフィールドオ

フィサーが配置され、訓練を受けて活動している。 

（3）普及活動の実施と 2 方式の改善向上への体制：パイロット農家グループ 40 カ所が選定さ

れ、2 方式にかかわる技術の移転が行われている。普及活動のモニタリングはフィールドオ

フィサーによって実施され、データとして集積されつつある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の理由から、プロジェクトは妥当であると評価される。 

① インドネシア（中央政府、西ヌサテンガラ州政府）の政策との整合性：インドネシア

中央政府、西ヌサテンガラ政府はいずれも、肉牛生産増加を政策として掲げている。



特に西ヌサテンガラ州は、「100 万頭の牛の大地」計画（Nusa Tenggara Barat Million 

Cattle Region Program：NTB-BSS、2008～2013。以下、「100 万頭計画」）を重要政策と

して採択している。この計画は、牛肉の増産と当地での農村雇用創出の両者を目標と

するものである。 

② プロジェクト・アプローチの適切さ：当地でのよりよい肉牛生産・管理技術に対する

住民のニーズは高い。 

③ 日本の援助政策との整合性：プロジェクトは日本の ODA 政策に合致し、また JICA

の支援重点分野という視点からも妥当性をもつ。 

 

（2）有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性は中程度であると評価される。 

① プロジェクト目標の達成は可能だが、以下の条件が満たされる必要がある。 

1．パイロット農家グループの農民が、プロジェクトから移転を受けた技術を受け入

れ、実施し続ける。 

2．パイロット農家グループの農民たちを指導し、モニタリングするシステムが機能

し続ける。 

現時点では、農民の技術受容がまだ途上であること、また肉牛生産の成果が出るまでには

数年の時間が必要なことから、プロジェクト目標の達成見込みを評価するには時期尚早だと

考えるべきであろう。 

② 長期・短期専門家による技術移転、また施設への設備・資機材の投入などを通して、

現場レベルの C/P（バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛

生センター及びセラディン種畜・飼料センターの技術職員）の能力はかなり強化され

た。 

③ モデル農家グループのなかには、農家グループという組織のマネジメントで困難を抱

えているところがある。この問題が起きるに至った要因のひとつは、モデル農家グル

ープを指導・モニタリングすべき上記 3 センターの C/P が、2009 年初頭まで、交通

費などの予算不足のため、ほとんど現場（農家グループ）で活動できなかったことで

ある。C/P を中心とした関係諸機関の更なるコミットメントが必要である。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

プロジェクト活動が実施されている 4 県の畜産局は、公式の C/P ではないにもかかわらず、

ロンボク方式・スンバワ方式の普及に自発的かつ強い意志を示し、行動を開始している。し

かし一方で、プロジェクトは以下のような課題を抱えてきた。 

① 特にプロジェクト開始から 2 年ほどの間、JICA 専門家と C/P との間のコミュニケー

ションと協働が不十分であった。このことと、州の予算配置が不適切だったこと（下

記③を参照）により、プロジェクト活動に遅れが生じた。 

② プロジェクトの主要な関係者である C/P（州畜産局、バニュムレック種畜牧場、セラ

ディン飼料生産牧場）、活動対象県畜産局、モデル農家グループ、パイロット農家グ



ループの間のコミュニケーションと協働がいまだに活発とはいい難い。州畜産局がこ

うした関係者間の連携を深めるため、イニシアティブを発揮し、具体的な行動に出る

ことが望まれる。 

③ 西ヌサテンガラ州によるプロジェクト予算の執行が不適切であった。一例として、州

畜産局がフィールド活動に充てられるべき予算を他の活動、例えばジャカルタへの旅

費等に充当していたことが挙げられる。このため、C/P のフィールド活動が満足に行

えなくなるという事態が生じた。 

④ プロジェクトによるトレーニングは、おおむね効果的・効率的に実施されているが、

トレーナーズ・トレーニング（TOT）の内容については今後更なる検討が望まれる。

TOT 受講者（農民を対象としたトレーナーとして活動することになる）からは、より

よいトレーナーとなるために、もっと幅広い技術を学びたいという意見が聞かれた。

 

（4）インパクト 

プロジェクトのインパクトを評価するには時期尚早だが、以下の 3 点に留意したい。 

① 上位目標達成の見込み：上位目標達成のためには、ロンボク方式・スンバワ方式を自

発的かつシステマティックに普及し、モニタリングする体制の構築が必要である。

「（3）効率性」で触れたように、県レベルではこうした体制の構築に貢献し得る好事

例が発現している。州畜産局がこのような活動を効果的に支援し促進することができ

れば、上位目標達成に向け、更なるインパクトが見込めるであろう。 

② 予想されなかった正の効果：中間レビュー調査団の調査に協力したモデル農家グルー

プ・パイロット農家グループの多くでは、プロジェクトにより導入された技術に関心

をもつ近隣の農民の訪問を受け入れた経験をもっている。まだ小規模ではあるが、現

場レベルでの「普及」が既に始まっている。 

③ 予想されなかった負の効果：施設、資機材などの物的投入が、モデルグループの一部

で組織運営にかかわる問題を誘発している。さらに、こうした物的投入がいわゆる援

助依存を生み出している事例も観察された。こうした課題に対しては、組織強化とい

う面での支援に注力することにより、農民の自立的態度を促進することができるので

はないかと考えられる。 

 

（5）自立発展性 

現時点では、プロジェクトの自立発展性は明らかではない。ただし、以下の点に関して留

意が必要である。 

① 州畜産局：プロジェクトの効果が自立的に発現していくためには、関係者を指揮しコ

ーディネートする州畜産局の役割が決定的に重要になる。西ヌサテンガラ州では「100

万頭計画」が開始されていることから、少なくとも同計画終了年である 2013 年まで

の間は、州畜産局は肉牛生産にかかわる活動にコミットするものと期待できる。 

② バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター及びセラ

ディン種畜・飼料センターは、プロジェクトにより導入された活動を推進するための

肉牛生産技術開発・普及のための基地として、プロジェクトの自立発展性に大いに寄



与できるポテンシャルをもっている。ただしこの役割を果たすためには、各センター

はロンボク方式・スンバワ方式の実施への組織的関与と、組織としての自立性を強化

する必要がある。組織の自立性という点では、バニュムレック人工授精センターでは

人工授精用凍結精液、セラディン種畜・飼料センターでは牧草種子・繁殖牛の生産と

販売にかかわる能力を高めることが重要だと考えられる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特記事項なし。 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト活動各県畜産局内に、プロジェクト活動（ロンボク方式・スンバワ方式の普

及）に積極的にかかわるフィールドオフィサーを配置したこと、インドネシア中央政府の資

金的投入によりパイロット事業が予定よりも早く開始されたことが、普及活動（成果 3）の

成果発現に貢献している。フィールドオフィサーが属する県畜産局（正式の C/P ではない）

の積極姿勢がプロジェクト活動全体によい効果を与えている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

パイロット事業が計画より早く開始に至ったのは成果・プロジェクト目標を達成するうえ

でプラス要因であるとはいえ、「モデル農家グループで技術を実証してからそれをパイロッ

ト農家グループで実施する」という計画の流れという面では現場に混乱を招いている部分が

ある。また、インドネシア側のローカルコスト負担が必ずしも適切に行われてこなかったた

め、現場担当 C/P の旅費などの工面がつかず、フィールド活動が滞りがちになり、結果とし

てモデル農家グループで組織マネジメントにかかわる問題が生じる原因のひとつとなった。

 

（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの中心的 C/P である州畜産局のイニシアティブとコミットメントが十分と

はいえない。これは一部、プロジェクト開始当初の専門家とのコミュニケーション不足にも

起因すると考えられるが、州畜産局のプロジェクトの枠組みや地域の実情に対する理解不足

による部分も大きいのではないかと思料される。州畜産局、特に局長の主体的なコミットメ

ントをどう促進していくかが、今後の円滑な活動のためにも大切になってくるであろう。 

 

３－５ 結 論 

上述のとおり、プロジェクトの各成果は達成されつつあり、パイロット農家グループにおける

肉牛生産を通じた所得が向上する可能性はあるが、まだパイロット農家グループへの普及は開始

1 年以下であり、プロジェクト目標の達成見込みについて評価するには時期尚早である。パイロ

ット農家グループが、プロジェクトを通じて学習し技術を継続的に実施していくこと、そのため

の指導・モニタリング体制が機能するよう、州畜産局、3 センター及び県が連携して活動を進め

る必要がある。 



３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（1）PDM の改訂 

プロジェクト目標「西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛

生産を通じた所得の向上が図られる」の指標「パイロット事業対象の全農家グループで平均

所得が貧困ラインを上回る」について、以下のとおり改訂することとした。 

＜改訂前＞ 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで平均所得が貧困ラインを上回る 

（英文）Average income of farmers in the pilot project exceeds poverty line. 

＜改訂後＞ 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで飼養する肉牛の頭数がパイロット事業開始

時よりも増加する 

（英文）The number of beef cattle raised in the pilot farmers groups increases compared to the

number of cattle at the start of the pilot project.  

 

「平均所得」を指標とした場合、兼業農家においては肉牛生産による所得以外も含まれ得

る。「肉牛生産を通じた
．．．．．．．．

所得の向上」を明確に図るため、「飼養する肉牛の頭数」の増加をみ

ることにより、対象農家グループの肉牛生産による所得向上を評価することが適切である。

 

（2）バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン

種畜・飼料センターの能力強化 

西ヌサテンガラ州における肉牛生産の技術開発・普及の基幹機関である 3 センターにおい

て、以下の項目に係る強化が必要である。 

① 肉牛生産に焦点を当てたセンター機能（バニュムレック人工授精センター） 

② 凍結精液増産のための生産システムの改善（バニュムレック人工授精センター） 

③ 牧草種子及び繁殖牛増産のための生産システムの改善（セラディン種畜・飼料センタ

ー） 

④ オペレーションスタッフの増員（バニュムレック人工授精センター、セラディン種

畜・飼料センター） 

⑤ 「ロンボク方式」「スンバワ方式」普及活動に係る旅費の予算増額（バニュムレック

人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料

センター） 

 

（3）州畜産局、県畜産局の関係強化 

プロジェクト期間が残り 2 年であることにかんがみ、また、関係者間の連携強化を通じ今

後の自立発展性を高めるために、関係者間で定期的ミーティングをもつことが重要である。

州畜産局が更なるイニシアティブをとり、州畜産局、バニュムレック人工授精センター及

びバニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料センター、4 県畜産局の

管理職間で定期的ミーティングを開催し、プロジェクト活動に関する情報共有（現場指導・

普及活動の経験、ノウハウ等）を図ることが望まれる。 



（4）州畜産局と JICA 専門家間のコミュニケーション、コーディネーション 

プロジェクト活動促進のため、州畜産局（州畜産局長）と JICA 専門家の間で定期的ミー

ティングの開催が必要である。 

 

（5）集約型飼養（インテンシブタイプ）モデル農家グループからの教訓 

集約型飼養モデル農家グループで組織マネジメント上の問題が起きている。新規参入/集

約型飼養モデル農家グループでは、メンバー間の作業分担が円滑に実施されず、メンバーの

半数が共同牛舎での飼養を中断している。しかしながら、残りのメンバーはグループ活動の

立て直しを試みており、プロジェクトが特に組織強化の側面から支援していく必要がある。

グループ活動の立て直しが行われ成功に導ければ、こうしたグループの経験は今後他のグル

ープにおいて共同飼養を実施していくうえで現実的な教訓に富むモデルになり得る。 

 

（6）TOT 研修内容の強化・改善 

農家が効率的・効果的に共同飼養を実施するために組織強化は不可欠であり、TOT 研修自

体の内容をより包括的なものにするためにも、今後 TOT 研修に組織強化の側面も取り入れ

る必要がある。 

 

（7）「100 万頭計画」との協働 

「100 万頭計画」について、日本側との効果的な協働の可能性を検討するために、100 万

頭計画のアクションプラン作成が済みしだい、JICA 専門家にその詳細について情報共有を

してほしい。 
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第１章 中間レビューの概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の東部地域は、自然条件が厳しく、ジャ

ワ島を中心に発展した経済圏からも遠く、西部インドネシア地域と比較して開発格差が大きい。

なかでも西ヌサテンガラ州（人口 440 万人）は、1 人当たりの GDP が 450 ドルで全国 30 州のう

ち 5 番目に低く、貧困人口の割合は 25.4％で全国で 6 番目に高い。州内でも、州都マタラム市を

除き、農村部の各県では貧困人口の割合が 20～30％と高い。 

貧困人口割合の高い農村部では、傾斜地の多い地形のため稲作や畑作に利用できる土地は少な

い。1990 年から旧国際協力銀行（JBIC）の円借款による「小規模かんがい管理事業」が行われ、

受益地では二期作が可能になっているものの、乾期の 6 月から 10 月は極端に雨が少ないため、年

一作を基本とする農家が依然として多い。 

西ヌサテンガラ州政府は、こうした二期作が困難な地域の農家に対し、肉牛生産による所得向

上を推進している。同州では、厳しい環境に強く、繁殖性も優れた在来種のバリ牛の飼育が行わ

れており、1 戸当たり 3.8 頭と小規模な肉牛生産が全農家の 23.6％に当たる 10 万 7,000 戸で行わ

れている。しかし、小規模農家が肉牛生産によって所得を向上するために必要な体重増加や繁殖

を高めるための適正な飼養管理技術、草地確保や夜間管理を共同で行うための農民組織の強化、

繁殖雌牛や肥育素牛を購入するための初期投資資金の確保などの農家への支援が不足している。 

こうしたなか、インドネシア政府から、西ヌサンテンガラ州の畜産局、傘下のバニュムレック

種畜牧場（現、バニュムレック人工授精センター及びバニュムレック動物病院・衛生センター）

及びセラディン飼料生産牧場（現、セラディン種畜・飼料センター）による肉牛生産技術の改善、

並びにモデル農家グループでの実証、県普及員（対象県：東ロンボク、中部ロンボク、西ロンボ

ク、スンバワの各県）や農家リーダーへの研修を通じ、これらの技術の小規模農家への普及をめ

ざす本技術協力プロジェクトの実施が要請された。JICA は、2005 年 8 月に第 1 次事前評価調査、

2006 年 5 月に第 2 次事前評価調査を実施し、2006 年 10 月に R/D に署名、2006 年 11 月から 2011

年 11 月までの 5 年間の計画でプロジェクトを開始した。 

本プロジェクトは、現在、3 名の長期専門家（チーフアドバイザー/肉牛生産普及：2008.11～

2010.11、業務調整/農民組織強化：2008.11～2010.11、肉牛生産技術：2006.11～2009.11）を派遣中

であり、土地の限られるロンボク島（集約的な飼育）と比較的広い土地のあるスンバワ島（放牧

による飼育）において、それぞれの島に適した肉牛生産の方式を形成するための技術開発、4 つ

のモデル農家グループでの肉牛生産方式の実証、実証された肉牛生産方式に従って 40 のパイロッ

ト農家グループを対象とする普及に係る活動を行っている。 

本中間レビューは、プロジェクトの中間点を経過したことから、以下の 3 点の目的のため実施

した。 

（1）技術協力の開始から現在までの実績と計画達成度を確認するとともに、評価 5 項目（妥当

性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性）に沿って日本側・インドネシア側双方で

総合的に評価する。 

（2）プロジェクト後半の活動計画について協議し、必要な助言を行い、必要に応じて計画

〔プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、プロジェクト活動計画（PO）を含む〕

の修正を行う。 
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（3）プロジェクト運営のためにとるべき措置について協議し、結果を日本、インドネシア両国

政府及び関係当局に報告・提言する。 

 

１－２ 調査団の構成 

評価調査にあたっては、以下のメンバーから成る合同評価委員会を設置し、日本・インドネシ

アの合同による評価を行った。 

 

日本側評価委員 

担当分野 氏 名 所属等 

総 括 萩原 知 JICA 農村開発部次長兼水田地帯グループ グルー

プ長 

畜産行政 岡田 眞人 家畜改良センター奥羽牧場 種畜課長 

計画管理 田中 洋子 JICA 農村開発部水田地帯グループ 

水田地帯第一課 ジュニア専門員 

評価分析 奈良原 志磨子 有限会社アイエムジー 

 

インドネシア側評価委員 

担当分野 氏 名 所属等 

リーダー Mr. Wignyo Sadwoko 農業省畜産総局肉牛課 課長 

家畜生産 Ms. Dwi Wahyuni 農業省畜産総局 乳牛セクション長 

畜牛繁殖 Mr. Chairussyuhur Arman マタラム大学畜産学部 教授 

 

１－３ 調査日程 

 月日 曜日 JICA/官団員 評価分析団員 

1 10/8 木  移動（成田→デンパサール） 

2 10/9 金  移動（デンパサール→マタラム） 

西ヌサテンガラ州畜産局長・畜産部課長表敬

プロジェクト専門家インタビュー 

3 10/10 土  バニュムレック牧場調査、C/P インタビュー

4 10/11 日  資料整理 

5 10/12 月  西ヌサテンガラ州畜産局長・畜産部課長イ

ンタビュー 

プロジェクト専門家インタビュー 

6 10/13 火  西ロンボク県：県畜産局畜産部課長、フィ

ールドオフィサーインタビュー、モデル農

家グループ調査・インタビュー、パイロッ

ト農家グループ調査・インタビュー 

7 10/14 水  中部ロンボク県：県畜産局畜産部課長、フ

ィールドオフィサーインタビュー、モデル
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農家グループ調査・インタビュー、パイロ

ット農家グループ調査・インタビュー 

8 10/15 木  東ロンボク県：県畜産局畜産部課長、フィ

ールドオフィサーインタビュー、モデル農

家グループ調査・インタビュー、パイロッ

ト農家グループ調査・インタビュー 

9 10/16 金  移動（ロンボク→スンバワ） 

スンバワ県モデル農家インタビュー 

スンバワ県畜産局フィールドオフィサー

インタビュー 

10 10/17 土  スンバワ県畜産局長・畜産部課長インタビ

ュー 

パイロット農家グループインタビュー 

11 10/18 日 移動（成田→ジャカルタ） 資料整理 

12 10/19 月 JICA 事務所打合せ 

在インドネシア日本国大使館

表敬 

農業省畜産総局表敬 

移動（ジャカルタ→マタラム）

セラディン牧場調査、C/P インタビュー 

移動（スンバワ→ロンボク） 

13 10/20 火 団内・プロジェクト打合せ 

14 10/21 水 西ヌサテンガラ州畜産局と協議 

第 1 回合同評価委員会 

15 10/22 木 バニュムレック牧場 

16 10/23 金 西ロンボク県畜産局、フィールドオフィサー、モデル農家グループ、パイ

ロット農家グループ 

17 10/24 土 中部ロンボク県畜産局、フィールドオフィサー、モデル農家グループ、パ

イロット農家グループ 

東ロンボク県畜産局、フィールドオフィサー、モデル農家グループ、パイ

ロット農家グループ 

18 10/25 日 報告書作成 

19 10/26 月 第 2 回合同評価委員会（合同評価報告書案協議） 

20 10/27 火 第 3 回合同評価委員会（合同評価報告書案協議） 

21 10/28 水 合同調整委員会（JCC） 

M/M 署名 

移動（マタラム→ジャカルタ） 

22 10/29 木 在インドネシア日本国大使館表敬 

JICA 事務所報告 

移動（ジャカルタ→成田） 

23 10/30 金 成田着 
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１－４ 調査の方法 

１－４－１ データ収集方法 

評価分析のための定性的・定量的データを以下の方法で収集した。 

・ 既存資料レビュー（プロジェクト作成資料、援助方針関連資料 等） 

・ 質問票調査（長期専門家、C/P） 

・ インタビュー（長期専門家、C/P、農家グループ） 

・ 現場視察（バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、

セラディン種畜・飼料センター、農家グループ） 

 

１－４－２ 合同評価委員会（3 回）の開催 

第 1 回では、中間レビューの目的・方法・手順等について日本側が説明を行い、調査項目・

情報収集方法の確認を行った。 

第 2 回では、合同評価委員による現地調査の結果を踏まえ、日本側が合同評価報告書のドラ

フトを説明したあと、インドネシア側メンバーのコメントを聴取し、協議を踏まえて報告書の

修正を行った。 

第 3 回では、修正を加えた合同評価報告書ドラフトについて引き続き協議を行い、報告書を

取りまとめ、JCC における発表内容・分担の確認を行った。 

 

１－４－３ 評価項目 

合同評価委員会は、以下に掲げる観点から、「活動の達成状況」の確認と「評価 5 項目」に

よる分析・評価調査を実施し、合同評価委員会での協議を経て合同評価報告書を取りまとめた。 

 

（1）活動の達成状況 

1） 上位目標の達成見込み 

上位目標達成への

必要条件 

・プロジェクト対象農家グループ以外の農家に波及効果を広めるた

めには何が必要か。 

・州・県政府、バニュムレック・セラディン両牧場の役割は何か。

必要条件を満たす

ためのインプット 

・州・県政府に対していかなるインプットが必要か。 

・バニュムレック・セラディン両牧場に対していかなるインプット

が必要か。 

 

2） プロジェクト目標の達成状況 

受益者への技術移

転状況 

・パイロット農家グループへの技術移転は進んだか。それによって

肉牛生産技術は向上しているか。 

受益者の肉牛生産

状況 

・向上した技術によって、パイロット農家グループの肉牛生産は増

加しているか。 

プロジェクト目標

の達成見込み 

・増加した肉牛生産によって、パイロット農家グループの所得は向

上する見込みがあるか。 
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3） 成果の達成状況 

成果①の達成状況 ・「ロンボク方式」「スンバワ方式」はどの程度形成されたか。 

成果②の達成状況 ・両方式の技術・普及マニュアルは作成されたか。 

・研修の内容、対象、回数など 

成果③の達成状況 ・普及活動はどう実施されているか。 

・両方式の改善向上を図る体制構築のためにどんな活動がなされて

いるか。 

 

4） 投入の結果 

投入の実績 投入は質・量・タイミング的に適切だったか。 

 

5） 実施プロセスの検証 

計画と実際の活動 ・プロジェクト活動は計画どおりに進捗しているか。 

モニタリング ・プロジェクト活動は定期的にモニタリングされているか。 

専門家と C/P の関

係 

・日本人専門家と C/P は適切に連携し、協働してきたか。 

主要関係者間の関

係 

・主要関係者間のコミュニケーションと協働は適切に行われている

か。 

 

（2）評価 5 項目 

1） 妥当性 

必要性 ・対象地域・社会のニーズに合致しているか。 

・プロジェクトが受益者のニーズと合致しているか。 

優先度 ・被援助国の開発政策との整合性はあるか。 

・日本の援助政策・JICA 国別事業実施計画との整合性はあるか。 

手段としての適切

性 

・プロジェクトのアプローチは対象地域の開発課題に対する効果を

上げる戦略として適切だったか。 

・ターゲットグループ以外への波及は発現しているか、今後の波及

可能性はどうか。 

 

2） 有効性 

成果とプロジェク

ト目標 

・プロジェクト目標の達成見込みはどうか、それに対して成果①～

③はどのように貢献しているか 

 

3） 効率性 

投入の質・量・タ

イミング 

・日本人専門家は適切に投入され、期待される効果をもたらしたか。

・C/P の人数、配置、能力は適切だったか。 

・供与機材の種類、量、供与時期は適切だったか。 

・インドネシア側の物的・資金的投入は適切だったか。 
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研修の質・量・タ

イミング 

・プロジェクトによって実施された研修は質・量・タイミング的に

適切だったか。その効果はどうか。 

C/P との協働 ・プロジェクトは C/P と効果的にコミュニケーションと協働をして

きたか。 

外部条件の影響 ・「カウンターパート他関係者がプロジェクトにとどまる」という外

部条件に変化はなかったか。そのことによる活動への影響はない

か 

プロジェクト全体

のモニタリング 

・JCC はプロジェクトの円滑な活動に寄与してきたか。 

 

4） インパクト 

上位目標達成の見

込み 

・上位目標はプロジェクトの効果として達成が見込めるか 

・上位目標達成のための外部条件は満たされる見込みか。 

波及効果（見込み） ・プロジェクト活動によってもたらされる予測しない正・負の波及

効果は発現しているか、または見込まれるか。 

 

5） 自立発展性 

政策的側面 ・協力内容はインドネシア（中央・州）の政策として支援されるか。

技術的側面 ・移転された技術は C/P によって受容され活用されるか。 

人的側面 ・C/P の能力は適切に強化され、自主的なコミットメントは見込め

るか。 

組織・財政的側面 ・プロジェクト終了後、州畜産局は役割を適切に果たす組織的・資

金的能力を有するか。 

ターゲットグルー

プの自立発展性 

・モデル農家グループ、パイロット農家グループは自主的・持続的

に肉牛生産能力を向上させることができるか。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

２－１ 投入実績 

詳細は付属資料１．合同評価報告書 ANNEX-6 を参照。 

 

２－１－１ 日本側投入 

日本側からの人的投入としては、延べ 6 名（交代を含む）の長期専門家、8 名の短期専門家

が派遣されている。また、インドネシア側では延べ 20 名の C/P（異動 2 名、C/P 配置変更によ

る交代 2 名、組織改編による増員 1 名を含む）が配置されてきた。 

日本側の物的投入としては、評価時点までに、バニュムレック人工授精センター、バニュム

レック動物病院・衛生センター及びセラディン種畜・飼料センターに対して 6 億 2,550 万イン

ドネシアルピア（IDR）の施設・資機材が、また 4 つのモデル農家グループに対して、7 億 3,230

万 IDR の牛舎（集合・個別など）や堆肥盤などの施設・資機材が供与されている。これらの物

的投入費用を含む日本側の資金的投入（ローカルコスト負担）は、評価時点までに 27 億 9,900

万 IDR（約 3,290 万円）となっている。 

 

２－１－２ インドネシア側投入 

インドネシア側の資金的投入については、書類上のプロジェクト用予算配置が、適正に執行

されなかった事例が認められた。このため、例えばバニュムレック人工授精センター、バニュ

ムレック動物病院・衛生センター及びセラディン種畜・飼料センターの C/P がモデル農家グル

ープへの技術指導を行うためのフィールド活動費が不足し、モデル農家グループへの技術移

転・組織強化支援が遅延するといった状況が 2009 年初頭まで続いた。 

当初計画になかったインドネシア側の投入としては、2008 年度に貧困農民支援無償資金協力

見返り資金（SKR-CF）を活用した資金投入がなされることになり、このためにパイロット農家

グループの選定と物的投入（繁殖牛・種畜牛供与や牛舎建設など）が計画より 1 年繰り上げて

実施され、結果、パイロット事業そのものも 1 年早く開始されることとなった。 

 

２－２ 成果の達成状況 

1．成果 1：ロンボク島、スンバワ島それぞれに適した肉牛生産の方式（「ロンボク方式」「スンバ

ワ方式」）が形成される。 

・ 「小規模肉牛生産の課題及び解決策」に関する報告書が作成され、それに基づいて「ロン

ボク方式・スンバワ方式」が形成された。 

・ 飼養タイプ別に 4 つのモデル農家グループが選定された。モデル農家グループへの技術移

転と技術の実証はまだ途上である。モデル農家グループのなかに、組織的な結束が不十分

であり、このために移転された技術が十分に活用できないでいる事例が見られる。 

・ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の指標中、「ロンボク方式・スンバワ方

式」の内容として含まれる、農家グループ強化、初期投資資金確保、効果的なマーケティ

ングなどについては、今後集中的に実証活動が実施される計画である。 

 

2．成果 2：「ロンボク方式」「スンバワ方式」の普及のための体制が形成される。 
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・ 「ロンボク方式・スンバワ方式」の技術マニュアル・普及マニュアルが作成され、C/P、

県畜産局、モデル農家グループなどの関係者に配布された。 

・ 「ロンボク方式・スンバワ方式」に関する研修コースが設定され、研修が実施されている。 

・ プロジェクト活動地である 4 県（東ロンボク、中央ロンボク、西ロンボク、スンバワの各

県）で各 1 名の技術職員がパイロット農家グループへの技術移転とモニタリングを担当す

るフィールドオフィサーとして任命された。4 名のフィールドオフィサーはプロジェクト

による訓練を受け、普及のために積極的に活動している。 

・ PDM 中の指標では、「県普及員」を普及要員として想定していたが、インドネシア地方分

権化による州・県の行政組織改編の結果、普及員は畜産局とは別組織の指示系統となり、

連携した活動が難しくなったため、上記フィールドオフィサーを任命するとともに、畜産

局技術職員等を最大限活用して普及要員とすることになった。研修も、この意味での「普

及員」を対象に実施されている。 

 

3．成果 3：普及活動が実施されるとともに、「ロンボク方式」「スンバワ方式」の改善向上を図る

体制が構築される。 

・ 40 のパイロット農家グループが 2008 年に選定され、SKR-CF を活用したインドネシア中

央政府の資金投入によってパイロット農家グループを対象とした普及活動が開始された。 

・ 基本的かつ必要不可欠な技術がパイロット農家グループに移転されつつあり、各農家グル

ープでは技術の受容と試行の最中である。 

・ 普及活動のモニタリング報告のためのデータ収集が実施されており、このデータは報告書

にまとめられる予定である。モニタリングはフィールドオフィサーによって、各農家グル

ープにつき最低月 1 回実施されている。 

 

２－３ 実施プロセスの検証 

実施プロセスは評価グリッド（付属資料１．合同評価報告書 ANNEX-4）を利用して評価され

た。特に重要な事柄を以下に示す。 

 

（1）特にプロジェクト開始当初の 2 年間において、JICA 専門家と C/P の間のコミュニケーショ

ンと協働が十分とはいえなかった。さらに、州畜産局のプロジェクト予算の不適切な配置な

ども重なり、プロジェクト活動の遅延が生じた。2008 年末以降、コミュニケーション不足は

解消されつつあるが、特に現場 C/P のトップである州畜産局長とのコミュニケーションにつ

いては、まだ改善の余地がある。 

 

（2）プロジェクト計画になかったインドネシア中央政府からの投入（SKR-CF を活用）により、

パイロット農家グループへの普及活動が計画より 1 年早く、2008 年から開始された。この活

動計画の変更により、ロンボク方式・スンバワ方式に含まれる技術の一部は、モデル農家グ

ループでの実証を待たずにパイロット農家グループで実施が開始されている。 

 

（3）州畜産局、県畜産局、バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生

センター及びセラディン種畜・飼料センター、モデル農家グループ、パイロット農家グルー
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プなどの主要関係者間の連携がいまだ十分とはいえない。この点の改善のためには、州畜産

局によるリーダーシップとコーディネーションが不可欠であるため、州畜産局のより積極的

な関係者の連携強化をめざすイニシアティブが望まれる。上記（1）でも触れたが、専門家と

のより緊密な連絡調整を通じて、局長のコミットメントを引き出すことが望ましいと考えら

れる。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 5 項目評価の結果 

（1）妥当性 

以下の理由から、プロジェクトは妥当であると評価される。 

① インドネシア（中央政府、西ヌサテンガラ州政府）の政策との整合性：インドネシア

中央政府、西ヌサテンガラ政府はいずれも、肉牛生産増加を政策として掲げている。

特に西ヌサテンガラ州は、「100 万頭の牛の大地」計画（NTB-BSS、2008～2013。以下、

「100 万頭計画」）を重要政策として採択している。この計画は、牛肉の増産と当地で

の農村雇用創出の両者を目標とするものである。 

② プロジェクト・アプローチの適切さ：土地なしの小作農家も多く、また乾期が厳しく

二期作が困難な農村部においては、肉牛が現金を得るための重要な財産である。当地

におけるよりよい肉牛生産・管理技術に対する住民のニーズは高いといえる。 

③ 日本の援助政策との整合性：プロジェクトは日本の ODA 政策に合致し、また JICA の

支援重点分野という視点からも妥当性をもつ。 

 

（2）有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性は中程度であると評価される。 

① プロジェクト目標の達成は可能だが、以下の条件が満たされる必要がある。 

1．パイロット農家グループの農民が、プロジェクトから移転を受けた技術を受け入

れ、実施し続けること。 

2．パイロット農家グループの農民たちを指導し、モニタリングするシステムが機能

し続けること。 

現時点では、農民たちの技術受容がまだ途上であること、また肉牛生産の成果が出るまで

には数年の時間が必要なことから、プロジェクト目標の達成見込みを評価するには時期尚早

だと考えるべきであろう。 

② 長期・短期専門家による技術移転、また施設への設備・資機材の投入などを通して、

現場レベルの C/P（バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛

生センター、セラディン種畜・飼料センターの技術職員）の能力はかなり強化された。 

③ モデル農家グループのなかには、農家グループという組織のマネジメントで困難を抱

えているところがある。この問題が起きるに至った要因のひとつは、モデル農家グル

ープを指導・モニタリングすべき上記 3 センターの C/P が、2009 年初頭まで、交通費

などの予算不足のため、ほとんど現場（農家グループ）で活動できなかったことであ

る。C/P を中心とした関係諸機関の更なるコミットメントが必要である。 

 

（3）効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。 

プロジェクト活動が実施されている 4 県の畜産局は、C/P ではないにもかかわらず、ロン

ボク方式・スンバワ方式の普及に自発的かつ強い意志を示している。例えばスンバワ県畜産

局では、独自に 5 人の技術職員（フィールドオフィサーを含む）による普及チームが結成さ
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れ、パイロット農家グループへの技術普及とモニタリングに精力的に取り組んでいる。また、

東ロンボク県畜産局では、フィールドオフィサーが、他の 4 人の技術職員〔いずれもプロジ

ェクトによるトレーナーズ・トレーニング（TOT）を受講している〕と連携・協働する体制

を整えている。どちらも、大いに歓迎すべき、他の県のモデルとなり得る事例だといえる。 

しかし、こうしたプラスの動きがある一方で、プロジェクトは以下のような課題を抱えて

きた。 

① 特にプロジェクト開始から 2 年ほどの間、JICA 専門家と C/P との間のコミュニケーシ

ョンと協働が不十分であった。このことと、州の予算配置が不適切だったこと（下記

③を参照）により、プロジェクト活動に遅れが生じた。 

② プロジェクトの主要な関係者である C/P（州畜産局、バニュムレック人工授精センタ

ー、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料センター）、活

動対象県畜産局、モデル農家グループ、パイロット農家グループの間のコミュニケー

ションと協働がいまだに活発とはいい難い。州畜産局がこうした関係者間の連携を深

めるため、イニシアティブを発揮し、具体的な行動に出ることが望まれる。 

③ 西ヌサテンガラ州によるプロジェクト予算の執行が不適切であった。一例として、州

畜産局がフィールド活動に充てられるべき予算を他の活動、例えばジャカルタへの旅

費等に充当していたことが挙げられる。このため、C/P のフィールド活動が満足に行

えなくなるという事態が生じた。 

④ プロジェクトによるトレーニングは、おおむね効果的・効率的に実施されているが、

TOT の内容については今後更なる検討が望まれる。TOT 受講者（農民を対象としたト

レーナーとして活動することになる）からは、よりよいトレーナーとなるために、も

っと幅広い技術を学びたいという意見が聞かれた。 

 

（4）インパクト 

プロジェクトのインパクトを評価するには時期尚早だが、以下の 3 点に留意されたい。 

① 上位目標達成の見込み：上位目標達成のためには、ロンボク方式・スンバワ方式を自

発的かつシステマティックに普及し、モニタリングする体制の構築が必要である。

「（3）効率性」で触れたように、県レベルではこうした体制の構築に貢献し得る好事

例が発現している。州畜産局が、このような県畜産局による活動を効果的に支援し促

進することができれば、上位目標達成に向け、更なるインパクトが見込めるであろう。 

② 予想されなかった正の効果：中間レビュー調査団の調査に協力したモデル農家グルー

プ（4 グループ）・パイロット農家グループ（5 グループ）の多くでは、プロジェクト

により導入された技術に関心をもつ近隣の農民の訪問を受け入れた経験をもってい

る。まだ小規模ではあるが、現場レベルでの「普及」が既に始まっている。 

③ 予想されなかった負の効果：施設、資機材などの物的投入が、モデルグループの一部

で組織運営にかかわる問題を誘発している。さらに、こうした物的投入がいわゆる援

助依存を生み出している事例も観察された。こうした課題に対しては、組織強化とい

う面での支援に注力することにより、農民の自立的態度を促進することができるので

はないかと考えられる。 
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（5）自立発展性 

現時点では、プロジェクトの自立発展性は明らかではない。ただし、以下の点に関して留

意が必要である。 

① 州畜産局：プロジェクトの効果が自立的に発現していくためには、関係者を指揮しコ

ーディネートする州畜産局の役割が決定的に重要になる。「100 万頭計画」が開始され

ていることから、少なくともプログラム終了年である 2013 年までの間は、州畜産局

は肉牛生産にかかわる活動にコミットするものと期待できる。 

② バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラデ

ィン種畜・飼料センターは、プロジェクトにより導入された活動を推進するための肉

牛生産技術開発・普及のための基地として、プロジェクトの自立発展性に大いに寄与

できるポテンシャルをもっている。ただしこの役割を果たすためには、各センターは

ロンボク方式・スンバワ方式の実施への組織的関与と、組織としての自立性を強化す

る必要がある。組織の自立性という点では、バニュムレックでは人工授精用凍結精液、

セラディンでは牧草種子・繁殖牛の生産と販売にかかわる能力を高めることが重要だ

と考えられる。 

 

３－２ 評価結果の総括 

プロジェクトの各成果は達成されつつあり、パイロット農家グループにおける肉牛生産を通じ

た所得が向上する可能性はあるが、まだパイロット農家グループへの普及は開始 1 年以下であり、

プロジェクト目標がプロジェクトが終了する 2011 年 11 月までに達成できるか評価するには時期

尚早である。 

肉牛生産、特に当地で実施されているような農家グループによるアプローチは、特に新規参入

農家にとって、生産活動が軌道に乗るまでは、ある程度の時間と継続的な働きかけが必要である。

グループでの生産活動は組織としての結束と組織マネジメントが求められるためで、農民は通常、

こうした組織での活動に慣れていない。 

中間レビューにおける提言を受けて、プロジェクトでは現在、堆肥の共同生産・販売を通じて

農家グループの強化を進めている。また、農家グループの農民たちを支援するうえで欠かせない

組織強化に関する内容を含め、今後 TOT 研修の内容改善も行っていく予定である。 

パイロット農家グループが、プロジェクトを通じて学習された技術を継続的に実施していくこ

と、そのための指導・モニタリング体制が機能するよう、州畜産局、3 センター及び県が連携し

て活動を進めていく必要がある。 

 

 



－13－ 

第４章 提 言 
 

調査団は中間レビュー調査の評価結果を踏まえ、インドネシア政府、西ヌサテンガラ州政府、

JICA に対して以下の提言を行い、JCC はこれらを承認した。 

 

（1）PDM の改訂 

プロジェクト目標「西ヌサテンガラ州のパイロット事業対象農家グループにおいて、肉牛

生産を通じた所得の向上が図られる」の指標「パイロット事業対象の全農家グループで平均

所得が貧困ラインを上回る」について、以下のとおり改訂することとした。 

 

改訂前： 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで平均所得が貧困ラインを上回る 

（英文）Average income of farmers in the pilot project exceeds poverty line. 

 

改訂後： 

（和文）パイロット事業対象の全農家グループで飼養する肉牛の頭数がパイロット事業開始

時よりも増加する 

（英文）The number of beef cattle raised in the pilot farmers groups increases compared to the 

number of cattle at the start of the pilot project. 

 

「平均所得」を指標とした場合、兼業農家においては肉牛生産による所得以外も含まれ得

る。「肉牛生産を通じた
．．．．．．．．

所得の向上」を明確に図るため、「飼養する肉牛の頭数」の増加をみ

ることにより、対象農家グループの肉牛生産による所得向上を評価することが適切である。 

 

（2）バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン

種畜・飼料センターの能力強化 

西ヌサテンガラ州における肉牛生産の技術開発・普及の基幹機関である 3 センターにおい

て、以下の項目に係る強化が必要である。 

① 肉牛生産に焦点を当てたセンター機能（バニュムレック人工授精センター） 

② 凍結精液増産のための生産システムの改善（バニュムレック人工授精センター） 

③ 牧草種子及び繁殖牛増産のための生産システムの改善（セラディン種畜・飼料センタ

ー） 

④ オペレーションスタッフの増員（バニュムレック人工授精センター、セラディン種

畜・飼料センター） 

⑤ 「ロンボク方式」「スンバワ方式」普及活動に係る旅費の予算増額（バニュムレック

人工授精センター、バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料

センター） 

 

（3）州畜産局、県畜産局の関係強化 

プロジェクト期間が残り 2 年であることにかんがみ、また、関係者間の連携強化を通じ今



－14－ 

後の自立発展性を高めるために、関係者間で定期的ミーティングをもつことが重要である。 

州畜産局が更なるイニシアティブをとり、州畜産局、バニュムレック人工授精センター、

バニュムレック動物病院・衛生センター、セラディン種畜・飼料センター、4 県畜産局の管

理職間で定期的ミーティングを開催し、プロジェクト活動に関する情報共有（現場指導・普

及活動の経験、ノウハウ等）を図ることが望まれる。 

 

（4）州畜産局と JICA 専門家間のコミュニケーション、コーディネーション 

プロジェクト活動促進のため、州畜産局（州畜産局長）と JICA 専門家の間で定期的ミー

ティングの開催が必要である。 

 

（5）集約型飼養（インテンシブタイプ）モデル農家グループからの教訓 

集約型飼養モデル農家グループで組織マネジメント上の問題が起きている。新規参入/集約

型飼養モデル農家グループでは、メンバー間の作業分担が円滑に実施されず、メンバーの半

数が共同牛舎での飼養を中断している。しかしながら、残りのメンバーはグループ活動の立

て直しを試みており、プロジェクトが特に組織強化の側面から支援していく必要がある。グ

ループ活動の立て直しが行われ成功に導ければ、このグループの経験は今後他のグループに

おいて共同飼養を実施していくうえでよいモデルになり得る。 

 

（6）TOT 研修内容の強化・改善 

農家が効率的・効果的に共同飼養を実施するために組織強化は不可欠であり、TOT 研修自

体の内容をより包括的なものにするためにも、今後 TOT 研修に組織強化の側面も取り入れる

必要がある。 

 

（7）「100 万頭計画」との協働 

「100 万頭計画」について、日本側との効果的な協働の可能性を検討するために、100 万

頭計画のアクションプラン作成が済みしだい、JICA 専門家にその詳細について情報共有をし

てほしい。 
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第５章 所 感 
 

プロジェクトの初期は、複数のサイトと広い活動範囲を対象とすることや活動拠点である「バ

ニュムレック人工授精センター」「バニュムレック動物病院・衛生センター」「セラディン種畜・

飼料センター」の機能停滞並びに州畜産局のイニシアティブ不足等から活動が遅れ気味であった

が、長期専門家のさまざまな活動により状況は改善されつつある。今後は、下記の取り組みによ

り、より効果的にプロジェクト運営が図られると思われる。 

 

（1）「バニュムレック人工授精センター」「バニュムレック動物病院・衛生センター」「セラディ

ン種畜・飼料センター」の機能強化 

3 センターに配置されている C/P への技術移転は順調に行われているが、各センターの予

算不足等により、習得した技術を普及させるための C/P の活動が制限されており、これらを

補完するため JICA 側で経費を支出しているのが現状である。 

一方、州が打ち出した「100 万頭計画」の目標を達成していくためには、C/P が獲得した

技術の活用や本来両牧場の担っている凍結精液や牧草種子の生産・配布業務の拡張が不可欠

となっている。 

このため、プロジェクト専門家と州畜産局、3 センターが連携を密に行い、各センターの

活動強化や存在意義の向上を図るとともに、活動計画に基づく予算の積み上げ・要求・獲得

並びに働く C/P たち職員のモチベーションアップに努めることが望まれる。 

また、特に 2 つの拠点（バニュムレック人工授精センター、セラディン種畜・飼料センタ

ー）の機能強化のためには種雄牛・繁殖牛の増強、人工授精用精液の増産、飼料増産の手段

確保（特に乾期の飼料確保）、人的配置（精液製造技術者、牧場作業者等）の強化、施設・

機材の更なる拡充、牧場運営予算の強化、人工授精師の育成等々総合的に対策を検討しなけ

ればならない。 

 

（2）農家グループの強化 

当州では技術指導が効率的に行えることや農家の資金不足対策等から、インテンシブ方式

として 1 つの大きな牛舎の中でグループ農家のウシを管理する集約型飼養の推進を図ってお

り、プロジェクトでもモデル農家グループで適正技術の実証を行っている。しかしながら、

集約型飼養を実施しているグループの多くが共同で作業を行うことが少なく、集団でウシを

飼養するメリットが十分生かされていない。 

このため、プロジェクトのモデル農家では技術の展示にとどまらず、堆肥の共同製造・出

荷、サイレージの確保、病害対策のための畜舎の衛生管理等グループ一体となった農民の組

織強化対策の検証や模範例提示に取り組む必要がある。集約型飼養のグループにおける組織

強化はプロジェクトにとって最大の難問ともいえる。これまでの伝統的風習や慣習、農民の

意識の転換を図るのは容易なことではない。しかしながらこれらが改善されれば、貧困農家

の所得向上や全体の頭数増産の観点からも極めて大きな効果となり得るものであり、プロジ

ェクト後半に向け更に重点的に取り組むべき課題のひとつと考える。例えば集約型飼養グル

ープのなかから最もまとまりのあるグループを選抜し、現在の単なるグループリーダー型の

集団ではなく、組合方式を導入し、組合長や役員の配置とその役割を明確化、共同経営者と
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しての組合の規約づくりや年間目標・活動計画づくり及び実践等を通じてしっかりした組織

づくりの事例を重点的につくっていくことも試行の価値があると思われる。ただしこれらを

実践するうえでは、JICA 側からの重点支援だけでは成立しないため、州及び県も含めてこれ

まで以上の関与が不可欠であり、より密な連携調整が必要である。 

 

（3）技術の普及 

プロジェクトでは、モデル農家グループを活用し、技術の実証に取り組んでおり、成功例

を提示できるグループが出現している。 

今後、実証例をより効果的に普及するため、経済的効果の分析・提示やパネル展示、他の

農家グループに実際に見学してもらえるような場の提供等の対策強化が望まれる。 

また、一部では周辺農家への波及事例（周辺農家からの視察）も存在することから、地域

の普及担当者への技術伝達並びに連携強化に併せて取り組むことが望まれる。 

 

（4）プロジェクト対象県の対応 

今回調査した対象 4 県畜産局での聞き取りにおいては、それぞれの県ともプロジェクトの

推進に非常に積極的であることが確認された。パイロットグループへの指導のいわば実働部

隊である県が積極的なのは非常に好ましい状況である。 

しかしながら、ロンボク島の 3 県からは、予算不足により人工授精用精液が必要量確保で

きず（おおよそ必要量の 1/4～1/5 程度）ニーズに十分応えられない等の共通の問題が述べら

れている。これら現場のニーズ、要望に応えるためにも、バニュムレック人工授精センター

の更なる機能強化が望まれるところである。 

 

（5）州政府の対応 

各県の意欲とは裏腹に州の体制は必ずしも前向きとはいい難い。「100 万頭計画」を大々的

に打ち出していることから、プロジェクト側からも再三積極的支援をしたい旨申し出ている

にもかかわらず、これまで州側からは何らリアクションはなかった。調査団に対しても調査

開始時に、州畜産局長から現在同計画のアクションプラン案のチェックを行っているところ

との発言があったことから、何らかの具体的計画が作成されつつあるものと考えていたが、

最終的には州は具体案をもっていないことが判明した。よって、今後はそれを前提に、日本

側の支援策を検討していく必要があろう。 

今回の JCC では、合同評価チームから評価内容と提言に対する州畜産局側の前向きな対応

を強く要請した。その結果、バニュムレック人工授精センター、バニュムレック動物病院・

衛生センター、セラディン種畜・飼料センターの強化を含め、プロジェクト活動に係る予算

増を図るべく州議会へ働きかける旨の積極的な回答があった点は大きな進展といえる。 
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